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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 
令和２年度足立区地域保健福祉推進協議会 

第２回介護保険・障がい福祉専門部会 

（足立区地域密着型サービスの運営に関する委員会） 

事 務 局 
中村福祉部長  小口介護保険課長  渡邉高齢福祉課長 
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絵野沢足立福祉事務所長  秦福祉管理課長 

山杉衛生管理課長  西山足立保健所中央本町地域・保健総合支援課長 

大高社会福祉協議会事務局長  塙介護保険課介護保険係 
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開 催 場 所 足立区役所本庁舎中央館２階 庁舎ホール 

出 席 者 

酒井雅男副部会長  奥野英子副部会長 

菱沼幹男委員    白石正輝委員   杉本ゆう委員 

吉田こうじ委員   浅子けい子委員  銀川ゆい子委員 

中村輝夫委員    小川勉委員    橋本飛鳥委員 

細井和男委員    名久井昭吉委員  加藤仁志委員 

小久保兼保委員   重田穗委員    江黒由美子委員 

鈴木真理子委員   秋生修一郎委員  中村明慶委員 

馬場優子委員 

欠 席 者 早川貴美子委員   湊 耕一委員   福岡靖介委員 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

【資料１】地域密着型サービスを行う事業者の新規指定及び更新指定について 

【資料２】足立区高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画のための高 

     齢者等実態調査分析の報告について 

【資料３】令和元年度足立区介護保険事業実施状況（速報値）について 

【資料４】足立区障がい者福祉関連計画のための実態調査分析の報告につい 

     て 

【資料５】障がい福祉センター改善検証・評価会の報告及び今後の取組に 

     ついて 

【資料６】令和元年度障がい福祉センター相談事業の実績について 

【資料７】思春期デイケアの実施体制の変更について 

【資料８】地域包括ケアシステム梅田地区モデル事業の取組状況について 
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（事務局） 

（酒井副部会長） 

 本日は天気も悪く、コロナ感染問題もあ

る中、皆さんご出席ありがとうございます。

ただいまから令和２年度第２回足立区地域

保健福祉推進協議会、介護保険・障がい福

祉専門部会の議事を始めます。 

 本日の議題は、次第のとおりとなっていま

す。まずは足立区地域密着型サービスの運営

に関する委員会委員として、報告事項１をご

説明いただき、質疑応答といたします。 

 その後、介護保険・障がい福祉専門部会に

ついての報告事項を説明いただき、質疑応答

としたいと思います。 

 

（酒井副部会長） 

 本日傍聴人の方はいらっしゃいますか。 

（事務局） 

 傍聴人はおりません。 

（酒井副部会長） 

 続きまして、専門部会、この報告事項にま

いりたいと思います。 

 進め方ですが、本日は報告事項１から７ま

でを順次ご説明いただき、ご質問、ご意見を

お受けする形とさせていただきます。 

 それでは、報告事項１について高齢福祉課

渡邉課長、報告事項２について介護保険課小

口課長、報告事項３からの報告について障が

い福祉推進室杉岡室長、報告事項６について

中央本町地域・保健総合支援課西山課長、報

告事項７について地域包括ケア推進課千ヶ

崎課長より説明をお願いしたいと思います。 

（渡邉高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長渡邉です。よろしくお願いし

ます。 

 私からは、足立区高齢者保健福祉計画・第

８期介護保険事業計画のための高齢者等実

態調査分析の報告についてご説明させてい

ただきたいと存じます。 

 まず１番、調査結果から明らかになった課

題でございます。心身の状況を３つに分けま

して、それぞれ１点ずつ記載させていただき

ました。まず、「自立期」では独り暮らしの

高齢者のかかりつけ医がいない理由、こちら

を確認する必要があるということでござい

ます。 

 次に、「要支援・軽度期」では、在宅生活

を維持するために必要な介護サービスの在

り方について検証する必要があるというこ

とでございます。 

 次に、「中重度・終末期」では、最期のこ

とを相談したことがない高齢者の割合を減

らす必要があるということでございます。 

 続きまして、２番、調査の概要でございま

す。こちらにつきましては、前回の回収率と

の比較でございます。それぞれ若干の差はご

ざいますけれども、前回と同じような傾向が

うかがえるところでございます。 

 続きまして、３番、前回調査との比較、主

な新規項目の結果でございます。こちらにつ

きましては、次のページをご覧いただきたい

と存じます。 

 まず（１）といたしまして、介護予防・日

常生活圏域ニーズ調査における前回調査と

の比較でございます。こちらのほうで、運動

機能の低下、それから閉じこもりリスク、健

康度、前回の調査との比較でございますけれ

様式第２号（第３条関係） 

【「地域密着型サービスの運営に関する
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ども、記載のとおり、わずかながら改善して

いるというようなところでございます。 

 また、「平均的な保険料がいい」という回

答、こちらは６割以上でほぼ同じでございま

すけども、一方で「高くてもサービスが充実

しているほうがいい」、この回答が４ポイン

ト増加しているところでございます。 

 続きまして（２）主な新規調査項目として

３点でございます。 

 まず１点目、介護サービス事業所での外国

人材の活用でございます。こちらにつきまし

ては、「語学レベルに問題がなければ活用し

てほしい」という方が６割いる一方で、消極

的あるいは抵抗があるという方が３割いる

と、こういう状況でございます。 

 続きまして、高齢者施策への期待でござい

ます。在宅生活を続けるための支援、こちら

が最も多く４割以上、また独り暮らし高齢者

に対する援助、家族等の介護者に対する援

助、こちらも４割近いということでございま

す。 

 続きまして、災害時の第一次避難所を知っ

ているかという項目でございます。こちらは

知っているという回答が８割あった一方で、

知らないあるいは不明・無回答という方が約

２割いるという状況でございます。 

 最後に分析結果の概要でございます。こち

らは心身の状態、３段階に分けましてそれぞ

れ構成要素として予防・生活支援、医療・介

護、住まいの観点から分析を行ったものでご

ざいます。 

 まず、自立期でございますけども、社会参

加が幸福度あるいは主観的健康度につなが

っているという分析が出ております。 

 次に、医療・介護としまして、収入と主観

的健康度には相関関係が見られるというと

ころでございます。特に400万以上で高く、

50万未満では低いという傾向が出ていると

ころでございます。 

 次に、住まいでございます。独り暮らしで

施設への入所の意向が相対的に高いという

傾向がございます。また、夫婦２人暮らしで

は、家族に介護してほしいという意向が高い

という分析結果でございます。 

 次のページをご覧いただけますでしょう

か。 

 要支援・軽度期でございます。まず、予防・

生活支援につきましては、ケアマネージャー

については訪問介護あるいは定期巡回等の

介護看護サービスが不足していると感じて

いるところでございます。 

 次に、医療・介護でございます。人材を確

保できない理由として、やはりいろいろな労

働条件が見合わないことが多いという回答

が見られるところでございます。 

 次に住まいでございます。自宅での生活の

希望、こちらが全体で約７割ということでご

ざいます。また一方で、独り暮らしでは施設

入所を希望する傾向が高いという結果でご

ざいます。 

 最後に、中重度・終末期でございます。こ

ちらは予防・生活支援でございますけども、

地域とのつながりの頻度に、地区の間で差が

見られるというところでございます。 

 また、医療・介護でございますけども、ケ

アマネージャーがケアプランを立てる際、サ

ービス事業者との連携はありますけれども、

主治医との連携、こちらについては約２割に

とどまっているというところでございます。 

 次に住まいでございます。自宅で過ごした

い割合、こちらは全体で７割でございます。

一方で、独り暮らしでは施設希望が総体的に

高いというところでございます。 

 今回の調査結果を踏まえまして、最終的に

は計画の策定に取り組んでまいりたいと考

えております。 
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 私からの報告は以上でございます。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長、小口です。 

 報告事項の２番目、令和元年度足立区介護

保険事業実施状況（速報値）について報告さ

せていただきます。 

 資料３をご覧ください。 

 資料３は両面となっておりまして、資料３

別紙１、こちらも両面となっております。 

 ご報告といたしましては、詳細は別紙のほ

うに記載させていただいておりますが、抜粋

してご報告させていただきたいと思います。 

 まず、令和元年度の介護保険事業実施状況

でございますが、１つ目、65歳以上の被保険

者数、第１号被保険者でございますが、17万

1,595人、前年比597人増でございます。 

 介護保険料の収納率は98.3％、前年比0.3

ポイント増でございます。 

 ２つ目、要支援・要介護認定者数につきま

しては、３万6,913人、前年比1,714人増とい

う状況でございます。 

 最後に３つ目、保険給付状況でございま

す。介護サービス受給者数は２万9,015人、

前年比692人の増となっております。 

 保険給付費は約535億余となっておりまし

て、前年比約25億円の増となっております。 

 以上、報告とさせていただきます。 

（杉岡障がい福祉推進室長） 

 続きまして、障がい福祉推進室長の杉岡で

ございます。 

 資料４をご覧ください。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでござい

ます。足立区が計画してございます障がい福

祉推進計画・障がい児福祉計画を策定するた

めに、今回初めて障がい者等実態調査アンケ

ートを行いましたので、そのご報告でござい

ます。 

 １番、調査結果から明らかになった課題は

３件ございます。 

 １つは、自立生活を実現するために、介助

や住まいの支援を拡充する必要がある。 

 ２点目、災害発生時の避難場所について、

他者と過ごすことはとても不安が大きいた

め、障がい児・者の避難所利用について、対

応策を検討していく必要がある。 

 ３点目、新たなサービス利用希望者は増加

傾向に向かいます。しかしながら、対応する

職員が不足のため、対応する事業者が少ない

ということで、人材確保のための支援を拡充

することが必要だと、以上が３点掲げてござ

います。 

 ２番、今回の調査概要でございます。 

 18歳以上の障がいのある方に関しまして

は、単障がい・障がい区別ごとでございます。

また、18歳未満のお子さん・保護者に関して、

それから事業所という形で調査をさせてい

ただきました。 

 表の一番下、有効回収数は記載のとおりで

ございます。 

 ページをおめくりいただきまして、４番、

分析結果の概要につきまして、各構成要素は

表のとおりでございます。合わせて別紙つけ

させていただいております概要版のほうを

ご覧ください。 

 最後５番、今後の方針でございます。今回

の調査結果を精査いたしまして、第６期障が

い者福祉計画・第２期障がい児福祉計画の策

定、検討に生かしまして、中間報告、パブリ

ックコメントを経まして、今年度中に策定を

予定してございます。 

 資料４の説明は以上でございます。 

 続きまして、資料５、右肩資料５をご覧く

ださい。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでござい

ます。 

 昨年度等の専門部会でもご報告申し上げ
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ましたけれども、足立区障がい福祉センター

あり方検討委員会の報告、答申に基づきまし

て、昨年度障がい福祉センターで改善の取組

を実施いたしました。 

 その結果を、改善検証・評価委員会に報告

をし、評価を得ました。併せて今後の取組に

ついてご報告申し上げます。 

 １番、改善・検証評価会につきましては、

記載の日時で実施いたしました。学識２名、

弁護士１名の評価委員でございますが、あり

方検討委員会の当時の学識でもございます。 

 （３）元年度の取組内容でございます。ア

からエまでございますけれども、今回は虐待

の事案でございましたので、早急に取り組む

ということで、権利擁護、虐待防止の職員全

員研修を実施いたしました。 

 また、風通しのよい組織にするため、若手

職員を中心とした資質向上委員会による、自

らが声を上げて自らが各研修を行いました。 

 また、外部にも第三者専門機関である第三

者評価、また東京都の指導検査も受けまし

て、特段の注意事項はございませんでした。 

 また、外部指導による知識の習得というこ

とで、恐れ入りますが次のページをご覧くだ

さい。 

 資料５別紙１でございます。障がい福祉セ

ンターあしすと改善検証・評価会の報告でご

ざいます。 

 一番左側が、あり方検討委員会の今回の答

申でございます。５つの柱、真ん中の表のと

ころが昨年度の取組した内容でございます。

一番右側は今回、評価委員の先生たちからご

意見を頂いたものでございます。 

 時間の関係で、取組だけご説明申し上げま

すけれども、委員からの意見等の２段落目の

ところの一番最後で、いずれも成果の見える

化が必要というご意見を頂きました。質の向

上等の取組の成果・評価はなかなか数値化で

は難しいということで、しかしながら見える

化が必要ということで、現在、指導員の先生

方にも入っていただいて、組織を検討するた

めにシステム化をするという作業を行って

いるところでございます。 

 恐れ入ります、ページお戻りいただきまし

て、２番の今後の取組でございます。 

 先ほど申し上げました改善の取組は、引き

続き今後も行っております。記載のとおり、

外部指導員のご協力を得まして、質の向上に

取り組んでまいります。 

 （２）新たな取組でございます。新たな取

組の目的は、学識等の外部の目を入れてチェ

ック体制を強化し、利用者支援、業務の質の

向上を目指すものでございます。 

 障がい者ケアマネジメント評価会議のほ

うは、評価委員でもある石渡先生に入ってい

ただいて、学識・当事者・関係機関団体のほ

うにも参加をいただいて行ってまいります。 

 ページをおめくりいただきまして、片仮名

のイ、障がい福祉センター実践報告会でござ

います。こちらは当会議の小川先生に入って

いただきまして、「あしすと」の業務の報告

または施設公開を通しまして、公的な専門機

関としての担うべき役割の実践を積み重ね

てまいります。 

 資料５の説明は以上でございます。 

 続いて、資料６をご覧ください。 

 件名、所管部課名は記載のとおりでござい

ます。 

 こちらは昨年度の障がい福祉センターの

相談事業の実績、例年のご報告でございま

す。 

 １番、自立生活支援室、こちらは障がい者

に対する総合相談を行ってございます。特徴

的なところだけ申し上げますと、（２）の補

装具の相談・判定でございます。こちらは昨

年度よりも元年度のほうが相談、判定のほう
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も数字が上がってございます。 

 ページをおめくりいただきまして、一番

上、補装具の判定につきましては、本来は東

京都の心身障がい者福祉センターのほう、飯

田橋でございます。 

 しかしながら、肢体不自由の方が直接そち

らに行くのは非常にご不便をおかけします

ので、かねてより障がい福祉センターのほう

では、区の指定医のご協力を得まして、書類

判定を行ってございます。こちらは、特別区

では足立区のほか世田谷区、板橋区のみが実

施してございます。 

 （３）のきこえの相談でございます。こち

らは毎週火曜日から金曜日まで、言語聴覚士

による専門相談を受けてございます。 

 一番下の円グラフをご覧ください。昨年が

新規相談104名のうち、65歳以上の方が88％

を占めてございました。特に加齢による難聴

の相談が多いということでございました。 

 また、次のページに行っていただきまし

て、（４）ピアサポートでございます。こち

らは当事者ならではの懸案な案件というこ

とで、ご相談させていただいております。肢

体、聴覚、視覚、高次脳障害ということでご

ざいます。 

 中段の、続いて雇用支援室、こちらは障が

い者の就労支援、定着支援を行ってございま

す。ページをおめくりいただきまして、就労

状況等を記載してございます。 

 現在は、直近ではコロナ禍の影響で、一旦

就職された方も非常に失業が多くて、個別に

対応させていただいている状況でございま

す。 

 以上、３件、私からの説明は以上でござい

ます。 

（西山中央本町地域・保健総合支援課長） 

 中央本町地域・保健総合支援課長の西山で

ございます。 

 私のほうからは、資料７、思春期デイケア

の実施体制の変更について説明させていた

だきます。 

 保健センターでの思春期デイケアに関し

ましては、竹の塚保健センターと江北保健セ

ンターの２か所で実施しておりましたが、江

北保健センターに関しましては、新規利用の

申込みがないため、竹の塚保健センター１か

所での集中実施を行います。 

 経過でございます。 

 平成13年度から思春期デイケアのほうを

実施してございました。平成18年度の特支援

法が施行されまして、本来の通所施設の選択

肢が広がったことに伴いまして、思春期デイ

ケアの利用者は徐々に減少してございます。 

 平成30年度に５保健センターから竹の塚

保健センターと江北保健センターの２か所

に集約してございます。概要については記載

のとおりでございます。 

 ２番、実績でございます。グラフと、その

２で利用者出席率及び卒業後の進路を記載

してございます。平成31年度５月に、江北保

健センターの事務所のほうはゼロでござい

ます。 

 一方で、卒業後の進路に関しましては、７

割近くの方が就労等社会資源、次のステップ

のほうにつなぐことができてございますの

で、今後は１か所での実施に変更したいと考

えております。 

 ３番、留意点でございます。各保健センタ

ーにおいて周知の徹底を行います。また、早

期支援及び就職のあっせんなどの次のステ

ップ、就労等社会資源につなげてまいりま

す。 

 また、本人及び家族を対象として支援を引

き続き進めてまいります。 

 私からは以上でございます。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 
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 続きまして、報告事項の７番でございま

す。資料８、それから資料８の別紙がござい

ます。 

 それでは、地域包括ケア推進課長、千ヶ崎

のほうから説明させていただきます。 

 件名、所管部課については記載のとおりで

ございます。 

 今回ご報告させていただくことは、地域包

括ケアシステムにおいて、梅田地区でモデル

事業に取り組んでまいりましたので、その報

告をさせていただきたいと思います。 

 まず、梅田地区のモデル事業の概要でござ

います。こちらにつきましては、平成31年４

月にモデル事業を開始したとありますが、実

は30年度からこの下の（２）にあるモデル事

業検討会の構成メンバーで地域の中で不足

しているもの、必要なものだとか、こんなこ

とができるのではないかということが議論

がされてまいりました。この議論を基に、31

年４月から事業をモデル的に開始したとこ

ろでございます。 

 その中において、重点的な課題というのは

１番のところのアイウ、３点ございます。連

携強化、新しい取組、それから理解促進、こ

ういったことをキーワードに、いくつかの事

業を展開させていただきました。 

 メンバーにつきましては、記載のとおり新

規の、この梅田地区の中で活躍されている事

業所の方々、委員の方々、それから行政職員、

こういった方たちが一つのテーマについて

様々な議論を行いました。 

 取組の状況につきましては、資料８の別紙

をご用意させていただいております。この中

で、行う事業につきましては１つずつ、１枚

ごとに様々な課題や今後の展開、抱負を記載

させていただいております。 

 この中で、特に３点ほど今回取り上げて、

ここに記載させていただきました。 

 まず３番の１つ目でございます。（１）「つ

ながり処うめだ」これは資料８別紙の３ペー

ジにございます。高齢者の居場所を拠点とし

た取組で、「つながり処うめだ」を、地域包

括支援センター関原に週２回開設いたしま

した。 

 この中で様々な効果が見えまして、例えば

医療とか専門職が地域で支え合うことの必

要性が確認できたとか、様々な事業者、それ

から民間の力を借りて、高齢者の方たちに必

要な情報などをお届けすることができまし

た。 

 そして、何より、この運営に地域の方が加

わっていただけたということが、大きな成果

となっております。 

 資料の本編裏面に行きまして、（２）は企

画の２－１ですが、住区まつりにおける健康

相談の実施でございます。 

 こちらは報告の別紙の５ページにござい

ます。高齢者出張相談窓口の展開として、町

会、自治会での出張相談窓口を展開して、健

康相談、体力測定会を住区まつりで行いまし

た。 

 ここの場におきましても、やはり地域の専

門職の方にご協力を頂きまして、高齢者に対

して必要な測定、それから質問、アドバイス

等を行ったところでございます。こういった

ところで専門職の資源というものを活用し

て、高齢者に生の情報や、高齢者が知りたい

ことを直接お伝えすることができたことが

成果となっております。 

 続きまして、本編の（３）企画の５番でご

ざいますが、ＭＣＳを活用した情報共有の検

証実施ということでございます。このＭＣＳ

というのは、メディカルケアステーションと

いいまして、非公開型医療介護ＳＮＳとなっ

ております。 

 簡単に言うと、ラインのような個人の端末
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のアプリケーションがありますが、こういっ

たもので、医療・介護の方々と情報の連携を

モデル的にやってみようと、取り組んだとこ

ろでございます。 

 これについては、実際の例ではなく、架空

の例を作りまして、その例に基づいて、ここ

で利用者さんが例のような状態になった、で

は皆さん、どうしましょうということで、情

報の共有を架空の設定で行いました。内容に

ついては、資料の12ページになります。 

 実は２例ほどこのような形で情報共有を

行ったのですが、その検証というのが、コロ

ナの影響でまだできていない実態がござい

ます。ですけども、この辺を検証してどうい

ったところがよかったのか、どういうことが

必要なのか、まとめて課題等を洗い出してま

いりたいと考えております。 

 本編に戻りまして、４番、今後の展開でご

ざいます。 

 まず１番、梅田地区での展開、今度の令和

２年度でございますが、コロナの影響等で元

年度にできなかったことについて、引き続き

実施したいと思います。 

 また、センターの中で昨年度やってもらっ

たわけですが、今年度特にほかの地域に広げ

る場合に、どのような負担がかかっていくの

かというところも検証していきたいと考え

ております。 

 それから、２番です。他地区への展開とい

うことで、今年度以降コロナの影響で、関係

者の方々の事業検討会や最終的な検証や最

後の総まとめ、反省会を集まることができず

開催しておりません。 

 今回作らせていただいた報告書は、あくま

でも行政でまとめさせていただいたもので

ございます。ですので、今後参加した皆様か

ら様々なご意見を聞いて、いろいろ伺って、

様々なことをまとめていきたいと考えてお

ります。 

 それに加えまして、今後の各事業の手順書

を、ほかの地域でやる場合に、どこを注意す

ればいいだとか、こういうことを準備すれば

いいとか、そういった手順書をまとめまし

て、ほかの24の地域包括支援センターに広げ

てまいりたいと考えております。 

 また、令和３年度以降、ほかの地域包括支

援センターへ展開するに当たりまして、企画

の内容や予算措置など、そういったものを今

後検証していきたいと考えております。 

 私からは以上です。 

（酒井副部会長） 

 ありがとうございました。 

皆様方のご意見をいただきたいと思いま

す。 

（奥野副部会長） 

 奥野です。私はこの専門部会に障がい者福

祉を担当する者として参加させていただい

ていますので、今回の報告事項のうちの

（３）、（４）、（５）と、この３つの障が

い案件のことについてもう少し知りたいこ

と、また意見等を述べさせていただきたいと

思います。 

 私は1990年代後半から足立区の障がい者

福祉に関わってきたことがございます。その

頃、小谷節子様が障がい福祉課長さんだった

と思いますが、その頃障がい者のケアマネジ

メントを導入するとか、様々な新たな事業へ

の取組を、新しく先進的に非常にやっていら

して、都内ではすばらしい取組をしていたと

思っております。 

 現在では、足立区地域保健福祉推進協議会

があって、またその中に介護保険・障がい福

祉専門部会があってという、このような枠組

みがあることについては、私は本当に足立区

はすばらしいと思っています。 

 今回、障がい者の関係では、３つの項目に
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ついての報告を頂きましたが、その中で、幾

つか分からない点等がありますので、申し訳

ありませんが、お時間を頂きたく思います。 

 まず、足立区の今回、実態調査が行われた

ということで、杉岡室長さんから今回実態調

査を初めて行ったという話がありましたが、

びっくりいたしました。この障がい福祉計画

というのは、これから第６期ですので、もう

既に第５期まで終わったところですが、障が

い福祉計画というのは３年計画ですので、も

う15年前からスタートしているわけです。 

 この障がい福祉計画というのは、地区内の

障がいがある方の実態、それからニーズ調査

に基づいて、どのようなチャンスを作ってい

くかということを決めていくための非常に

重要なものですので、これが今回初めてだっ

たということを知って、私としてはびっくり

いたしました。 

 この新たな計画をつくるときには、障がい

がある方たちがどのように困っているか、ど

ういう状況にあるか、何を求めているか、こ

れを十分に把握した上で、この後の３年間の

福祉計画をつくっていくわけですので、非常

に重要なものであって、それに関しては計画

になければいけないわけですけども、３年た

つところで、そのニーズを満たすための内容

がどこまで実践されたか、どこまで達成され

たかという振り返りの調査をして、その結

果、また次の第７期の計画をつくっていくと

いうことになりますので、ニーズをきちんと

把握して、そして計画を立て、そして振り返

るということのプロセスが非常に重要だと

認識しております。 

 今回の計画の中で、いろいろ問題が出てき

ていますが、避難場所についてということ

も、早急に対応しなければ、何か起きた場合

に大変だと思いますが、一番やはり重要なこ

とは、職員数の不足ということが大きな課題

になっていまして、それは障害者総合支援法

における報酬制度とかいろいろな問題があ

るために、職員数が満たせないということな

のか、それとも適切な専門職がいないという

ことなのか。 

 または、待遇が悪いためにそういうところ

では働く人がいないのかとか、非常に大きな

問題をいっぱい抱えられているというふう

に思います。毎回この中で出てきている分析

結果の概要の中でも、たくさんの18歳以上の

方が外出できていないのかとか、いろいろな

問題点がいっぱい出ていますので、非常に重

要な現場だというふうに思います。 

 次に、資料５「障がい福祉センターあしす

と」です。これは足立区における障がいのあ

る方たちの福祉の要のセンターであって、区

全体に関して障がい者支援を支援していく

ところと、私なりに認識しております。 

 そういう意味では、この障がい福祉センタ

ーの役割は非常に大きいので、いい取組をぜ

ひ主催していただきたいと思いますし、ここ

に働いている職員の方たちがどのような意

識を持って、どのように熱心に仕事に取り組

むかということが、非常に重要ですので、こ

こでいろいろな取組をぜひしていただきた

いと思います。 

 この資料の中で、例えば資料５の（２）で

新たな取組というところで、例えば学識等、

学識という言葉が出てくるのですけれども、

あれ、これは何かなと思ったのですが、学識

という言葉ではなくて、学識経験者のことか

なと思ったのですけども、このような用語に

ついても、もう少し気を遣っていただけたら

なと思いました。 

 それから、次に、きこえの相談ということ

ですけども、年齢別内訳ということで、聞こ

えについては70代、80代の高齢の方の聞こえ

の問題が大きいというふうに思われました
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が、乳幼児の聞こえの相談というのは、ここ

で行っているのかどうかと思いました。 

 また、65歳以上が全体の88％となっていま

すが、この相談した結果、このような方たち

が適切な補聴器の装用に結びついているの

かどうかというような素朴な疑問を持ちま

した。 

 次に、資料の６ですけども、自立生活支援

室の中で、例えばマネジメント件数が111件

で、対応件数が733件と出ていますが、これ

はすなわちサービス等利用計画を作成して、

そしてきちんとフォローアップもして、本人

が望む生活が実現できているかどうか、これ

をきちんと確認したケアマネジメントが行

われていることを期待したいと思いました。 

 長くなるので、一応置きたいと思います。

ありがとうございました。 

（酒井副部会長） 

 ご意見ということでよろしいですか。 

（杉岡障がい福祉推進室長） 

 障がい福祉推進室長の杉岡でございます。 

 ご質問頂いた、まず最初に実態調査の件で

ご質問頂きましたので、お答えさせていただ

きます。 

 まず、これまでは職員による計画策定でご

ざいましたので、職員レベルで各障がい者団

体、それから事業者等のヒアリングは実施し

た上で、計画策定を行っておりました。 

 しかしながら、やはり今回障がい当事者、

それから18歳未満、事業者という形で、今回

初めて実態調査をきちっとやろうというと

ころで、今回職員ではなくて、コンサルテー

ションを入れた、ただ、コンサルテーション

も、障がい者計画にたけているコンサルテー

ションをプロポーザルで選定をいたしまし

て、今回そういう意味では、コンサルを入れ

て初めての実態調査をさせていただいたと

いう経緯でございます。 

 ２点目にご質問いただきました課題の中

の人材不足というところでございます。様々

なご意見頂いておりますけれども、特徴的な

人材不足は３つあろうかと思っています。 

 １つは、放課後等デイサービスに例えば医

療的ケア児のお子様はなかなか行きたくて

も行けない。いわゆる看護職が、医療職がい

ないがために不足しているというお声を頂

いております。 

 それから、居宅介護、いわゆるヘルパー事

業所にも障がい特性を理解した、しかも男性

ヘルパーが少ないというところも２つ目に

入ります。 

 それから、日々の生活スタイルを、それか

ら通所、いわゆる障がい施設の職員も非常に

人材不足で、各事業所のほうからのお声を頂

いております。 

 そういう形で、何とか民間事業所と合わせ

て、障がい者にたけた人材の確保ということ

も、行政のほうで今後対応というふうに思っ

ております。 

 続いて、障がい福祉センターの評価会、今

後の取組について、何点かご質問いただいて

おりますので、お答えさせていただきます。 

 まず、奥野先生の、本当に障がい福祉行政、

ご指導これまで頂いたことにありがとうご

ざいます。平成15年に「あしすと」を開設い

たしましたけれども、本当にそのときは全国

から来ましたけど、それが組織を継続してい

けなかったというのが多大な問題なので、ま

ず職員の意識改革に全力を挙げて取り組ん

でいるところでございます。 

 そういう中で、障がい者ケアマネジメント

を開設当時から取り組んでいったのですけ

れども、ここ何年か中座しておりましたの

で、また再開をするというところで取り組ん

でまいります。 

 学識経験者というふうに、記載をきちっと
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修正をさせていただきます。申し訳ございま

せんでした。 

 それから、きこえの相談でございますけれ

ども、小児のほうは今、「あしすと」ではや

ってございません。小児の耳鼻科とも関わっ

てございますので、また保健センターのほ

う、そちらについてはまた後ほど衛生のとこ

ろから説明させていただきます。 

 それから、きこえの相談でございますけれ

ども、それについても、ただそれを検査、補

聴器のというだけではなくて、継続相談とい

う形で、例えば障がい者のほうの補装具であ

れば、手帳のご案内、それから高齢の補聴器

購入のほうであれば、そこの振り分けからま

たフィッティングのほうにご紹介もさせて

いただいております。 

 私のほうからはご説明は以上でございま

す。 

（山杉衛生管理課長） 

 衛生管理課長の山杉です。乳幼児の聞こえ

のご相談ということで、まず衛生部のほうで

は３・４か月健診、１歳５か月健診、あと３

歳児健診、３つの健診を主導でやっていま

す。そちらで専門の小児医療のお医者さんか

ら、聞こえていますかとか、そういうことを

健診のときに聞いてくださっています。 

 また、日々保健センターのほうには保健師

がおりますので、何か保護者の方がお子さん

の聞こえについて相談したい場合は、ぜひ保

健センターのほうで健康相談を待っている

状態でございます。 

 私からは以上です。 

（奥野副部会長） 

 いろいろありがとうございます。最後に一

つ、障がいのある方のご質問がありますの

で、最後に一つお伺いしたいですが、障がい

者福祉における様々な障がいがある方への

対応というのが非常に重要であって、いいサ

ービスを提供していただきたいと思います

けども、足立区の地域自立支援協議会とはど

ういう関係になっているのでしょうか。 

（杉岡障がい福祉推進室長） 

 障がい福祉推進室長の杉岡でございます。 

 現在、足立区自立支援協議会のほうは、障

がい福祉センターで所管をしまして、年に本

会議が２回で、各分科会が６分科会がござい

ますので、それで運営をさせていただいてお

ります。 

（奥野副部会長） 

 ありがとうございました。障がい福祉計画

をつくるのも、基本的には区内に設置されて

いる障がい者のための地域自主支援協議会

で協議をして、そこで重要なもの、必要なも

のを明らかにして政策にしていくというの

が大切だと思いますので、この地域自立支援

協議会の中に様々な障がいの代表者の方が

入っていて、障がい当事者の目線からまずつ

くっていくということをぜひお願いしたい

と思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

（酒井副部会長） 

 それでは、他の委員からいかがでしょう。 

（中村委員） 

 老人クラブ代表の中村です。この７番の地

域包括ケアシステムのご報告を頂きまして、

大変ありがたいことだと思っております。 

 何年も前から、認知症のことに対する講座

は学校でやらなくてはだめだという意見を

述べたことがあります。若い小学校の高学年

あたりから講座を持ってもらう。 

 これは教育委員会といろいろ問題はある

でしょうけど、地域包括ケアシステムを完全

に実施するためには、やっぱり地域ぐるみで

なくてはならないし、特に子供さんに高齢者

の見守りの件に対して梅田のモデルケース

でもう既にやったみたいですけど、これは私
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自身も何年も前から主張してきたことで、大

変ありがたいなと思います。 

 これを梅田だけではなくて足立区全体で

広めていただければ、高齢者としてもありが

たいなと思います。こういう点でカバーでき

れば非常にありがたいなと思っております

ので、ぜひ足立区全体に広げていただけるよ

う考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

（鈴木委員） 

 足立区肢体不自由児父母の会、鈴木と申し

ます。日頃より障がい者施策に対しましてご

尽力いただきまして、ありがとうございま

す。 

 このたび障がい者の施策に対してのアン

ケートをたくさん集計、ありがとうございま

した。また、回答率が30％と、とても障がい

者は低く、私たち会としましても、このよう

なアンケートの場合は、必ず届いたら回答し

ていただけるようにと周知したいのですが、

配る時期とか、なかなか提出するまでが、年

末とかお正月明けてというところでは、皆さ

んご家庭との日々の介助で疲れていて、なか

なか後回しにしていて、出した方が少なかっ

たのかなと思っております。 

 その中の医療的ケアの状況についてです

が、私たち会員は約９割が社会人でして、学

校を卒業して20歳になっていきなり障がい

が重度化して気管切開をするとか、加齢に伴

って胃ろうの手術をしたとか、この結果を見

ると成人になると少ないという感じの表し

方になっていますが、そのようなことはな

く、加齢に伴って障がいが重度化していま

す。 

 私たちのように健常な、健康な人でも、年

をとっていくとむせたりとか機能が衰えて

いくというところがあると思うのですけど、

障がい者の場合は本当に急激に悪化してい

くということで、加齢に伴って重度化してい

るというのが現状ですので、18歳未満より少

ないということはないのかなと思っており

ます。たまたま回答した方が少ないのかなと

思っているのですけれども。 

 せっかくこのようにアンケートの集計を

していただいているのですが、19ページのよ

うに、18歳以上のところの身体障害者手帳と

か愛の手帳とかの区分けのところが、色分け

をしている箇所のどこがどれに当たるのか

というのがあまりにも小さく、判断しにくい

なというところを感じました。 

 先ほどの補装具の申請について、こちらは

足立区の場合は車椅子なども特例で障がい

福祉センターで見ていただいているのが実

情ですけれども、電動車椅子、軽量型を含め

電動車椅子の場合とか、座位保持装置の場合

は、飯田橋ではなく麹町のほうに行っており

ます。麹町は駅からも遠く、二重橋までもと

ても遠く、車で行くとしてもその建物内には

駐車できず、別の場所に車をとめて、車を乗

り換えて行っている状況であります。 

 足立区は特例なので、東京都肢体不自由児

者父母の会連合会の各地区の会長さんから

は、足立区さんはいいねと言われるのです

が、高齢化している親は車の運転もできず、

ヘルパーさんも一緒に混んだ電車に乗って

いくというのも、とても大変な思いをして行

っている状況を知っていただきたいと思っ

て、発言させていただきました。 

 以上です。 

（酒井副部会長） 

 ありがとうございます。 

（二見障がい福祉課障がい施策推進担当係

長） 

 障がい施策推進担当係長の二見です。計画

策定の実態調査の件で頂きましたご質問に

ついて回答させていただきます。 
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 調査時期が年末年始にかかってしまった

ことについては、本当に申し訳ございません

でした。もう少し早い段階で準備をしていた

のですが、実際の送付はその時期になってし

まったことと、これをもう少し遅らせて、年

が明けてからお送りするということも検討

はしたのですけれども、そうすると、今度集

約の時間の部分も出てきますので、この時期

に送らせていただきました。 

 次は事前にご相談をしながら、もう少しい

い時期に調査ができたらと思っております。 

 それから、医療的ケアの状況ですが、お手

元の概要版の18ページに、医療的ケアの状況

ということでグラフを載せさせていただい

ておりますが、こちらは棒グラフにしている

のが、実は全体を平均した数字となっており

まして、どうしても全体の母数のところで、

18歳未満は身体障害者手帳、愛の手帳と２種

類ですが、18歳以上はそれ以外に精神障害者

保健福祉手帳や、自立支援医療の受給者、ま

た難病の方、そういった形も母数に含まれて

いるということで、ちょっと見た感じ18歳未

満よりも少ないイメージを受けられたのか

と思いますけれども、またこの辺は概要版で

はなくて、本編の調査結果の報告、それから

今後医療的ケアを受けている方については、

区としてまた別途その方たちの状況を把握

する必要があるというふうに認識をしてお

りますので、医療的ケアを必要とされる区内

で生活をされている障がい児者の実態調査

については、また別途検討したいと、当課と

しては考えております。 

 以上です。 

（白石委員） 

 自民党の白石です。もう時間も来ておりま

すので、簡単にご質問をします。３つばかり

あります。 

 まず、障がい者の通所施設の問題ですけれ

ども、前回「江北ひまわり」を造ったときに、

国が認めなかったのです。だから国の助成金

は一切もらわずに、足立区と東京都でお金を

出し合って建てたという形ですが、国の方針

としては、足立区は造り過ぎだから、もうこ

れからは認めないのだという方針のように

聞いています。 

 東京都も今回、「江北ひまわり」だけは特

別出すけれども、今後は出しませんよという

ことになると、今でさえ障がい者の通所施設

が足りないのに、これから毎年毎年施設を卒

業する、学校を卒業する子供たちは真っただ

中にいるわけですから、現在でも150％とか

20％近い定員の人たちを預かって努力して

いる施設について、これ以上何とかならない

かといっても、それは無理ですから、そうい

う意味では国や東京都に強く訴えていただ

かなくてならないというふうに思うのです。 

 第６期の計画の中にしっかりと位置づけ

て、これから国、東京都と交渉していかなく

てはならないと思いますが、どうですか。 

（杉岡障がい福祉推進室長） 

 障がい福祉推進室長でございます。 

 委員のご発言のとおり、計画の中にきちっ

と位置づけ、盛り込み、また国のほうに要望

をしていきたいと考えております。 

（白石委員） 

 次に、地域包括センターについて、今ご発

言がありましたけれども、私たち六、七人で

もう随分前ですが、足立区の歯科医師会の会

長から推薦を受けて、長崎の「地域でケア」

という、まだ包括ケアという名前がない頃、

ある医療機関が中心となって、その地域の今

で言う包括支援センターを立ち上げて、民間

が中心になってやっていたところを視察に

行ったことがあります。 

 やはり、包括支援センター、包括ケアシス

テムをしっかりとつくっていくには、地域の
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医師会、歯科医師会、薬剤師会、その他医療

関係団体の力を借りなければならないと思

います。 

 現在、医師会との話合いはどうですか。 

（千ヶ崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長から回答させてい

ただきます。 

 医師会との話合いの席ですが、定期的に医

師会との連絡会を持っておりまして、この中

で、様々な地域包括に向けての方針について

の課題を意見交換させていただいていると

ころです。 

 また、研修等につきましても、医師会とそ

れから介護事業者の皆様と連携して進めて

いるところでございます。 

（白石委員） 

 それでは、ぜひ梅田に限らず、足立区全体

に一日も早く広げていただきますようにお

願いしておきます。 

 もう一つは高齢者の問題ですけれども、こ

れは私何回も言っているのですが、特別養護

老人ホームの待機者が、申込みだけ見ると

3,000人とか4,000人いるわけですが、指数が

20に到達するような人が現在も1,000人ぐら

いいます。ぜひ特別養護老人ホームに入所さ

せてあげたいと言われる人たちが、1,000人

以上いるのに、特養の計画が介護保険計画の

中に載らない。 

 介護保険計画は３年ですから、特養を建て

るのは、長い目で見たものを３年計画の中に

落として行かないと、なかなか３年計画その

ものが前に進まない。 

 特別養護老人ホームを待っている人たち

が1,000人以上いるのです。この人を入れて

差し上げたいと思われるような人たちが

1,000人を超える。かつて今の区長も、待機

児ゼロということを言い出して、もう３期12

年になりましたけれども、ほぼ待機児はゼ

ロ。 

 今度は待機児じゃなくて待機者ゼロとい

うのを、足立区の一つの目標にして、なぜ建

てないのか、これがどうしても理解できませ

ん。何か建てない理由があるのですか。 

（小口介護保険課長） 

 介護保険課長から回答させていただきま

す。 

 特別養護老人ホームの入所者の待機の

方々が1,000人以上といったことでお話あり

ました。特別養護老人ホームが建てられない

というものですが、様々な理由があります。 

 まずは特別養護老人ホームを建設したい

という事業者のご意見もありますし、また区

の方針といったこともございます。また、特

別養護老人ホームを建設いたしまして、サー

ビスを実施ということになりますと、介護保

険の保険料の金額が上乗せになってくる。

様々な理由があるかと思います。 

 ただ、第８期、次の８期の介護計画の中で

も特別養護老人ホームの建設の計画、またそ

れ以外にも特別養護老人ホームの建設計画

については、都市計画に入っておるかと思っ

ております。 

（酒井副部会長） 

 まだご意見等をされていない方で、話した

いという方がいらっしゃればどうぞ。 

（銀川委員） 

 足立区議会の銀川です。私からは、高齢者

保健福祉計画からと、障がい福祉センター相

談事業から、それぞれ１項目ずつお伺いさせ

ていただきたいと思います。 

 まず、高齢者福祉計画についてなのです

が、事業者の対象調査というところで、有料

老人ホームが回収率が低い、サービス付高齢

者向け住宅、介護保険在宅サービス事業所も

低いとは感じるのですが、どちらかという

と、区の事業とか調査に協力的な事業者のほ
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うが信頼できる印象があります。 

 ですので、なぜ有料老人ホームが区内業者

2.2％と回収率が低いのかということと、あ

と、足立区の高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画を策定していくに当たり、現場の事

業者からの意見というのも非常に大切にな

ってくると思うので、これらの事業者から回

収率を上げるために、何かされているか、工

夫、働きかけをされているのかどうかという

ことを、お伺いしたいと思います。 

 もう１点が、障がい福祉センター相談事業

についてなのですが、マネジメント件数のと

ころで、令和元年度が対応件数733件、支援

者数が111件ということで、対応件数は増え

ているのに支援者数が少なくなっていると

いうのはなぜか教えていただきたいと思い

ます。 

（渡邉高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長です。私からは、高齢者保健

福祉計画に関するご質問にお答えしたいと

存じます。 

 まず、調査回答でございますけども、有料

老人ホーム、それからサービス付高齢者住

宅、こちらについて回収率が低いというのは

私どもも気になっているところでございま

す。 

 ただ、今の段階ですと、速報値を頂いた段

階でして、細かいところまでどういう状況で

あるとかというのは把握してございません。

最終的に全体の調査結果をまとめた上で、そ

こら辺のことを分析したいと思います。 

 また、今回、回収率が低かったということ

がございまして、では一体どういう問題があ

ったのか、今後調査するに当たりまして、回

収率を高める方法を、改善すべきところがあ

れば、それは果たしてまいりたいと思いま

す。 

 また、この後、パブリックコメント等を実

施していく中におきまして、できる限り事業

者の方のご意見等を踏まえ、最終的に計画を

まとめていきたいと、このように考えている

ところでございます。 

（杉岡障がい福祉推進室長） 

 障がい福祉推進室長の杉岡でございます。

続いて、資料６の自立生活支援室の相談、ケ

アマネジメント件数についてご質問にお答

えさせていただきます。 

 733件はいわゆる困難事例の件数でござい

ます。支援者111名に関して複数回対応をす

るということで、その差がございます。現在、

軽度だというか業務の役割分担で、初回また

は２回ぐらいの継続であれば、相談した事業

所で対応しておりますけども、困難事例に関

しては、障がい福祉推進室のほうが対応させ

ていただくといったところでございます。 

（酒井副部会長） 

 それでは、議員さん以外の委員さんで、ま

だご発言されていない方。 

（橋本委員） 

 特別養護老人ホームの橋本です。資料２の

３番の（２）主な新規調査項目で、介護サー

ビス事業所での外国人活用というところで、

こういった地域福祉アンケートをとってい

ただいたことにありがたいと思います。ここ

で見ると、６割が活用してもいい。施設の分

も合わせると８割採用してもいいと、アンケ

ートを頂きまして、本当に先ほど議員のお話

もありましたが、特別養護老人ホームを建て

られないというところで、やはり人材も一つ

の大きなところがあるのかなと思います。 

 人がいないことには、ものを造ってもとい

うところもありますので、この外国人の活用

も含めて、ぜひ人材活用、人材確保の施策は

新しく進めていただきたいと思います。これ

は意見として、対処をお願いします。 

（小川委員） 
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 介護協議会の小川でございます。 

 まずは、この場をお借りしてこのコロナ禍

で、介護の状態はどうなっているとご心配を

いただいていると思いますが、今のところ事

業に関わる中で、感染者が出る状況もござい

ますが、何とか押さえ込めているのかという

状況でございます。 

 ただ、最近の都内での感染者数の増加を見

てみると、このまま収まってくれればいいの

ですが、また増えてきてしまったときに、介

護の従事者あるいは利用されている方の感

染者数が増えてきたときに、現状分析してく

れるのかどうかというのは、これからいろい

ろと検証していかなければいけないのかと

思っております。 

 それから、ご報告の資料２の中の調査の結

果です。運動機能の低下の該当者の割合が改

善したり、閉じこもりリスクが改善してきた

というようなご報告もありましたが、現状の

コロナ禍では、こういったものがちょっとサ

ービスの利用を控えるという方も増えてき

ておりますので、その方たちが自宅で機能訓

練していただいていれば問題はないのです

が、自宅にこもったまま３か月、半年、その

ままでということであれば、身体の状況が落

ちてくる可能性が高くなってくるので、そう

いった方がサービス事業で収まってはいる

けれども、介護保険を利用することになった

ときに、８期の介護計画は非常に難しい状況

になってくるのかと懸念しているところで

あります。 

 それから、人材の不足について、外国人の

人材活用というところで、語学レべルに問題

なければ活用してもいい、それから受入れに

消極的、訪問サービスには抵抗がある人が３

割となっていますが、語学のレベルに問題な

ければいいという６割の方が、語学のレべル

に問題がなくて、訪問でも施設でもどちらで

もいいという回答なのか、施設であれば問題

ないよという回答なのかによっても、除去す

べきことが変わってくると思います。 

 利用者の方が施設に赴いて受けるサービ

スと、自分が普段生活している場にヘルパー

が来てもらう状況によって、受け止め方が変

わってくるので、そのあたりの外国人労働者

の活躍の場をもう少し細かく検証していく

必要があると思っております。 

 これから介護の従事者も、こういう状況に

なって不安になっている方もいますが、仕事

がなくなって、介護の現場で働きたいという

相談に来る方も増えてきていますので、そう

いった方の、介護の現場で今後活躍していた

だける環境をつくろうということで、業者の

方とも今いろいろお話をさせていただいて

おります。コロナ禍を一つの機会と捉えて、

人材の確保に努力をさらにしていきたいと

思っておりますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 

（酒井副部会長） 

 この問題について、何かありましたら。 

（渡邉高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長です。私から、一番最後のご

質問、介護人材についてのご質問に少しお答

えしたいと思います。 

 概要もございまして、今回速報版というこ

とでこちらの資料をご用意させていただき

ましたけども、そちらの21ページに、ただい

まの介護サービス事業者への介護人材の活

用に関する質問の結果が出ているところで

ございます。 

 ここで、今ご質問の中にもございましたよ

うに、施設サービスの職員でいるのは問題な

いが、訪問サービスには抵抗があるという方

も21％いられるということでございます。 

 また、先ほどの調査結果のほうでも出しま

したように、速報値をこのまま継続化させて
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ございますので、例えば21％の詳細な内容で

すとか、もし可能であれば、できる限り分析

に努めていきたいと考えておるところでご

ざいます。 

（酒井副部会長） 

 ありがとうございます。では、皆さんのご

意見お伺いできたと思うのですが、区のほう

でも引き続いて進めていっていただきたい

と思います。 

（浅子委員） 

 高齢者実態調査の報告ですけれども、１の

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査における

前回調査との比較で、平均的な保険料がいい

という回答が６割以上で、ほぼ同じと出てい

る。高くてもサービスが充実しているほうが

いいが、回答が４％と増加とあります。確か

に４％上がっていますが、ただ、別に23区の

平均より、サービスは実施していなくても、

保険料が安いほうがいいという方は５％上

がっているのです。 

 だから、この書き方は正しくはないかなと

いうふうに、ちょっと誤解を与える表現だな

と思いました。 

 それから、私たちは議会で、コロナの中で、

面談ができないということで、患者を抱える

家族の方や介護事業者の方々が非常にお怒

りを受けたり、抗議を受けたりしたという、

アンケートの意見を伺いました。 

 確かに、本当に１か月、２か月家族が会え

ないと、やはり認知症が進んでしまうのか

と、本当に心配です。私も実際家族で、そう

いった入院している者がいまして、インフル

エンザが流行ったときに、少し会えませんと

言われて、期間が開いてしまったら、本当に

誰だか分からなくなっているという、そんな

実態がありました。本当に何とか対応をして

ほしいと思います。 

 議会では、オンライン面会というのをぜひ

実施してほしいということに対して、区もオ

ンライン面会の実施を介護施設に働きかけ

るなど、支援を行っていきますという回答が

寄せられたのですが、これが働きかけではな

く、区が積極的にオンラインのために支援を

きちっとしていかないと、事業者では対応で

きないものであると思っています。 

 ぜひ、これから第８期に向けて、介護者の

ために、家族のためにも、これらの改善をし

てほしいと思っていますが、いかがでしょう

か。 

（渡邉高齢福祉課長） 

 高齢福祉課長です。私からはただいまの質

問の前段の部分、保険料に関することについ

てお答えしたいと思います。 

 実態調査分析資料、そこの19ページをご覧

いただけますでしょうか。 

 こちらには、前回との調査の比較で、適切

ではないというご指摘ございましたが、真ん

中より下のところ、※で表記してございます

が、前回調査は選択肢の表現が異なるため、

比較には注意が必要という文言を入れさせ

ていただきました。 

 ただ、今日の概要の報告の中ではそういっ

た注釈が漏れておりましたので、こちらにつ

きましては、今後パブリックコメントあるい

は説明会を開催するに当たりまして、注意し

てまいりたいというふうに感じているとこ

ろでございます。 

（酒井副部会長） 

 今日は皆さんにご意見を頂けたと思いま

す。本日の議事はこれで終了したいと思いま

す。 


